別紙－１
総合評価技術資料申請書


令和    年    月    日

  
　　愛媛県東予地方局長　河上　芳一  様


                                                （ 応  札  者 ）
                                         住        所
                                         商号又は名称
                                         代表者氏名



  令和８年１月23日付けで入札公告のありました「令和８年度　車両管理業務（鹿森ダム管理事務所）」に係る総合評価技術資料について、下記の書類を添えて申請します。
  なお、内容については事実と相違ないことを誓約します。


記


１　入札説明書「10.総合評価の方法」に定める総合評価に関する提出書類







	連絡担当者
	会社名
	

	
	所在地
	

	
	所属部署
	

	
	役職
	

	
	氏名
	

	
	電話番号
	

	
	電子メールアドレス
	




別紙－２
総合評価提出資料の様式（１）
	
１．企業の業務実績


	
1 県内での同種・類似業務における受注実績
（令和３年度以降の県内における本業務と同種業務又は類似業務の受注実績を記載し、契約書等の写しを添付すること。履行期間中のものを除く。）
【同種】令和３年度以降の県内の車両運行管理業務
【類似】令和３年度以降の県内のハイヤー契約やタクシー運送契約などの旅客輸送業務


別記様式１に記載すること。


2  令和３年度以降国及び県内の地方公共団体との災害協定締結の有無、災害協定に基づく活動実績の有無、契約に基づく災害時の対応協力等の実績の有無
（協定書、契約書、地域広報誌、新聞記事等の写しを添付し、実際の活動があればその対応内容を具体的に記載すること。）


別記様式２に記載すること。


③　県内発注業務において生じた事故等に基づく過去３年間（入札参加資格確認申請書の提出期限
　の前月末日を基準日とする）の指名停止措置（指名停止措置及び文書注意・口頭注意）
＊県内発注業務とは、愛媛県発注業務とする。


別記様式３に記載すること。


④　県内発注業務において生じた過去１年間（入札参加資格確認申請書の提出期限の前月末日を基
準日とする）の受注者の責による、看過出来ない事象発生
＊県内発注業務とは、愛媛県発注業務とする。


別記様式４に記載すること。


⑤ 県内発注業務において生じた過去１年間（入札参加資格確認申請書の提出期限の前月末日を基準
日とする）の違約金対象となる提案内容の不履行
＊県内発注業務とは、愛媛県発注業務とする。


別記様式５に記載すること。



別紙－３
総合評価提出資料の様式（２）
	
２．適正な連絡・履行体制の確保（１）


	
①　運行指示を確実に履行するための対応等

（テーマ１）
　・発注者から車両管理責任者（業務管理者）、車両管理責任者（業務管理者）から車両管理員への迅速な運行指示を確保するための手段等の具体の工夫

（テーマ２）
・発注者から指示された時間どおりに車両を目的地まで運行するための工夫

（テーマ３）
　・運行の無駄を省くため、車両管理員が行う運行車両の管理方法

次の点を留意し作成すること
●上記３つのテーマ毎に分けて、提案内容を記載すること。
●以下に示す様な提案項目は実施を認めないものとする。
　１．過度なコスト負担を要するもの
　２．関係法令に違反するもの



別紙－４
総合評価提出資料の様式（３）
	
２．適正な連絡・履行体制の確保（２）


	
②　車両管理責任者（業務管理者）の専任性（手持ち業務量）
（令和８年度の応札予定の業務名及び当該業務に係る担当予定車両台数を記載すること。）

※応札予定の業務とは、国及び県内の地方公共団体が発注する車両管理業務とする。

記載例
　
① 令和８年度　車両管理業務（○○地区）　　　　　　担当予定車両台数　×台

② 令和８年度　車両管理業務（△△ダム管理事務所）　担当予定車両台数　□台

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計○台







③　事故発生時に発注者への迅速な報告、及び適切な処理をするため、それらを定めた規則等による具体の内容
（規則等で定められている場合は、写しを添付すること。）

※事故とは、車両管理運行中に発生した交通事故及び故障をいう。






















別紙－５
総合評価提出資料の様式（４）
	
２．適正な連絡・履行体制の確保（３）


	
④　災害時、緊急時及び大規模災害時の対応等

（テーマ１）
・災害時・緊急時における迅速な体制確保のための、参集時間の短縮、車両管理員の交代及び増員体制とその実現可能性を担保するための具体的な措置

（テーマ２）
・大規模災害時に連絡が取れない場合であっても参集し、業務を継続する工夫

（テーマ３）
・大規模災害等により、燃料の確保が困難な場合であっても、業務を継続する工夫

次の点を留意し作成すること。
●上記３つのテーマ毎に分けて、提案内容を記載すること。
●以下に示す様な提案項目は実施を認めないものとする。
１．過度なコスト負担を要するもの
２．関係法令に違反するもの

※大規模災害とは、自然災害及び人的災害により、被害が広範囲にわたり、復興までに長時間を要し、被災地内の努力だけ解決不可能なほど著しく地域の生活機能、社会維持機能が障害されるような災害をいう。












別紙－６
総合評価提出資料の様式（５）
	
２．適正な連絡・履行体制の確保（４）


	
⑤　コンプライアンス（発注者が仕様書で求める秘密の保持及び法令遵守）について、車両管理員に対し具体的かつ確実に徹底する工夫
（規則等がある場合は写しを添付し、研修等については研修計画および周知方法を具体的に記載すること。規則等がない場合は、コンプライアンスの具体的な内容を明記し、その周知方法を記載すること。）


















⑥　車両管理責任者（業務管理者）及び車両管理員等の健康状態を定期的に把握し、業務に反映させる規則等の制定、及び社員の兼業を禁止している規則の制定
（具体的な把握方法について記載し、規則等がある場合はその写しを添付すること。）





















別紙－７
総合評価提出資料の様式（６）
	
２．適正な連絡・履行体制の確保（５）


	
⑦　車両管理員への教育・研修等の年間計画回数
（回数及び具体的な研修計画（年間実施計画及び研修内容等）について記載すること。）

※教育・研修等の回数については、下記６項目を満たした研修をもって１回とする。

· 発注者の業務に関する知識等を確保するための車両管理員への教育・研修
· 業務の円滑な遂行のための車両管理員へのマナー教育・研修
· 運行区域の道路状況・主要関係施設等の地理的知識を確保するための車両管理員への教育・研修
■ 安全な運行のための知識・技能の教育・研修
· 事故発生時の関係各所への連絡体制及び現地での対応方法についての教育・研修
· 守秘義務に関する教育・研修

　 ※　契約期間内の教育・研修のみを対象とする。
































別紙－８
総合評価提出資料の様式（７）
	
３．運転業務の質の向上（１）


	
1 県内での同種業務における車両管理責任者（業務管理者）の業務経験
（令和３年度以降の県内本業務と同種業務における業務経験実績を記載し、実務経験を確認できる届出書・業務従事証明書等の写しを添付すること。履行期間中を除く。）
【同種】令和３年度以降の県内の車両運行管理業務


別記様式６に記載すること。


2 配置予定の車両管理責任者（業務管理者）の「安全運転管理責任者講習」又は「運転管理者の一般講習」の過去３年間の受講実績又は認定運行管理士資格保有者
（令和５年度以降に受講したことを証する書類又は当該資格の写しを添付すること。）






















別紙－９
総合評価提出資料の様式（８）
	
３．運転業務の質の向上（２）


	
③　配置予定の車両管理員に普通自動車、中型自動車、大型自動車の第２種免許保有者の占める割合（率）
（技術提案書提出時点における車両管理員を対象とする。）
●記載された車両管理員に他発注案件との重複（他社での配置予定を含む。）が確認された場合は評価しない。
●配置予定の車両管理員が常に運行体制とるべき台数に満たない場合は、常に運行体制をとるべき台数で除した割合とする。
別記様式７に記載すること。

④　配置予定の車両管理員の年齢
（技術提案書提出時点における車両管理員を対象とする。）
●記載された車両管理員に他発注案件との重複（他社での配置予定を含む。）が確認された場合は評価しない。
●配置予定の車両管理員が常に運行体制とるべき台数に満たない場合は、常に運行体制をとるべき台数で除した割合とする。
別記様式７に記載すること。

⑤　配置予定の車両管理員における無事故・無違反の年数
（技術提案書提出時点における車両管理員を対象とする。）
●記載された車両管理員に他発注案件との重複（他社での配置予定を含む。）が確認された場合は評価しない。
●１０年以上の実績があっても１０年を評価の上限とする。また、配置予定の車両管理員が常に運行体制とるべき台数に満たない場合は、常に運行体制をとるべき台数で除した数値を評価点とする。
●無事故・無違反の年数は、年に満たない場合は切り捨てる。
●公告日から証明書等の提出期限内の「無事故無違反証明書」の日付を基準日とする。
別記様式７に記載すること。

⑥　配置予定の車両管理員における車両管理員としての勤務経験年数
（人員輸送に限る）（技術提案書提出時点における車両管理員を対象とする。）
●記載された車両管理員に他発注案件との重複（他社での配置予定を含む。）が確認された場合は評価しない。
●１０年以上の実績があっても１０年を評価の上限とする。
●配置予定の車両管理員数が、委託台数に満たない時は、常に運行体制をとるべき台数で除した数を評価点とする。
●証明書等の提出日を基準日とする。
※評価対象として認める実績とは、顧客の移動のために、特定の車両を維持・管理・運行する業務に従事したものとする。
別記様式７に記載すること。

⑦　配置予定の車両管理員に自動車整備士技能検定合格者の有無
（技術提案書提出時点における車両管理員を対象とする。）
●記載された車両管理員に他発注案件との重複（他社での配置予定を含む。）が確認された場合は評価しない。
●配置予定の車両管理員数が、委託台数に満たない時は、常に運行体制をとるべき台数で除した数を評価点とする。
別記様式７に記載すること。


＊③～⑦に関して、各車両管理員の、実務経験（県内）を確認できる業務従事証明書等、自動車運転免許証の写し、無事故無違反証明書、運転記録証明書、運転免許経歴証明書、自動車整備士技能検定合格証明証等の写しを添付すること。

⑧　受注者として車両管理員の運転技術向上の工夫
次の点を留意し作成すること。
●具体的な工夫等を記述すること。
●以下に示す様な提案項目は実施を認めないものとする。
１．過度なコスト負担を要するもの
２．関係法令に違反するもの


別紙－１０
総合評価提出資料の様式（９）
	
３．運転業務の質の向上（３）


	
⑧　車両管理員が安全運転を行うための、具体的な工夫（複数提案可）

次の点を留意し作成すること。
●具体的な工夫等を記述すること。
●以下に示す様な提案項目は実施を認めないものとする。
１．過度なコスト負担を要するもの
２．関係法令に違反するもの



















別紙－１１
総合評価提出資料の様式（10）
	
４．ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況


	
1 　県のひめボス宣言事務所認定制度に基づく認証
②　 若者雇用促進法に基づく認定
（ワーク･ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況を記載するとともに、上記①～②に該当することを証明できる書類の写し（認定書）を添付すること。）


別記様式８に記載すること。











































